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要約 

社会科では、これまでの研究テーマである「科学者の社会的責任を考える」を継続させつつも、2015年度か

らは、近年活発に議論されている「アクティブ・ラーニング」を加え、二つの柱にすえることとした。本校社

会科の各授業担当者は、従来から課題解決型の学習を協働的に学ぶ実践をしてきたが、これらを発信すること

が少なかった。５年計画の２年次にあたる本年は、通常の教科の授業での授業実践例の一部を取り上げる。 

 
キーワード：アクティブ・ラーニング  能動的な学修  科学者の社会的責任  授業実践例 

 

1 はじめに 

理科系進学者が漸次増加する傾向にある本校におい

て、社会科では2002年度より「科学者の社会的責任を

考える」というテーマを継続して追究してきた。具体

的には、広島や水俣での実習などフィールドワークの

実践等を通じて「科学者の社会的責任を考える」授業

づくりに取り組んできた。 

一方、もともとアメリカの大学教育で広がりを見せ

たアクティブ・ラーニングは、2012年の中教審答申で

明示されて以降、日本でも大学教育改革における重要

な方法論として急速に普及した。それが、大学と高校

の接続関係が重視され、現行の大学入試制度の改革と

も関わって、高校教育さらには中学校や小学校にも降

ろされてきている。 

そのため2015年度からは「科学者の社会的責任を考

える」と「アクティブ・ラーニング」を二つの柱と位

置づけることとした。本校社会科の各授業担当者は、

従来から課題解決型の学習を協働的に学ぶ実践をして

きたが、これらを発信することが少なかった。そこで

５年計画の１年次であった2015年度には、過去に行っ

てきた中３テーマ学習と高２ゼミナールを中心とした

授業実践でのアクティブ・ラーニング的活動を整理し

た。２年次にあたる本年は、通常の教科の授業での授

業実践例について取り上げることとする。 

 

2 地理の授業実践 

高１地理Ａの実践 世界の諸地域と社会問題 

※末尾に評価票と自己評価票の資料を添付。 

 

授業概要 

目的 

地球上のさまざまな地域における社会問題を自ら学

び、調べ、発表するという活動を通じて問題のより深

い理解を目指す。また、ほかの生徒の発表を聞くこと

をで、世界全体に対する認識を深める。 

 

方法 

三学期における十数回の授業をすべて用いる。下は

全十二時間の場合であるが、増減するときは発表準備

期間で調整する。 

 

一時間目 オリエンテーション 

４人一組の班をクラス内で10班つくる。気心の知れ

た仲間に固まるのではなく、新たな人間関係を築かせ

ることも狙いの一つなので、出席番号の下一桁を用い

て、機械的に決定した。世界の諸地域を10に区分し、

その中から班ごとに一つを選ぶ。地域の10区分は、東

アジア・東南アジア・南アジア・西アジア・アフリカ・

ヨーロッパ・ロシアと旧ソ連の国々・北アメリカ・南

アメリカ・オセアニアである。地域の中でどのような
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社会問題を取り上げるかは自由であり、班内で話し合

って決定される。 

 

二～六時間目 発表準備期間 

各班で準備を進める。コンピュータースペースを使

う時もある。班ごとに二度ほど授業担当との面談を行

い、進捗状況のチェックや文献のアドバイスなどを行

う。また、発表準備期間のすべての時間で自己評価表

を配布し、その時間にどのような成果があったかにつ

いて書かせ、提出させた。発表にあたっては、全員が

少なくとも一冊の文献を読破することを課している。

手軽に読むことができる新書レベルのものを勧めてい

る。 

 

七～十一時間目 発表期間 

一授業時間内に二班の発表を行う。各班の持ち時間

は20分で、その後に質疑応答を５分間設けている。発

表の形式は自由であるが、会場はプロジェクターが設

置されてこともあり、多くの班がパソコンで

PowerPointを用いている。印刷資料を配布してもよい。

その場合、資料の原稿を発表の前授業時間までに教師

へ提出することを義務付けている。発表は班員全員が

分担することを課している。 

 

十二時間目 まとめ 

班ごとに発表評価用紙を配布し、自分たち以外の９

つの班について発表の評価を行う。上位から３つの班

を選ばせ、理由を記述させる。過去の発表をさかのぼ

って評価するため、メモ用紙を配布し、記録を残すこ

とを促している。 

 

レポート提出  

発表の最終日を期限として、レポートの提出を義務

付けている。テーマは発表のために調べたことについ

てで、個人単位で探求させている。班でテーマをそろ

える必要はない。2,000 字程度で、ワープロでも手書

きでも可としている。 

評価 

発表を互いに評価した班ごとの発表評価用紙、発表

準備期間の自己評価表、個人のレポートを総合して評

点を出している。期末考査は実施せず、この発表に関

するもののみを用いて評価する。 

 

今後の課題 

評価の方法について 

このような学習活動に対して、点数にすることは非

常に難しく、またその意味が薄いと思われるが、何と

か工夫をしながら行っている現状がある。上記のよう

な三つの要素でよいか、またその内訳にも改善の余地

があるか、非常に悩ましい問題である。また、点数化

しない場合にはどうするか、についても検討する余地

がある。 

 

社会問題を知った後の行動 

世界の様々な問題について理解を深めていく一方で、

それに対して自分に何ができるか、という点の考察に

至っていない。そこまで深められれば、行動を起こす

ことにつながりうると思われる。今後の課題としたい。 

 

3 歴史の授業実践 

高３世界史概論の実践 

スピン・オフ効果と軍楽共同研究の是非 
 

授業概要 

１．“原爆の父”オッペンハイマーの変節 
“原爆の父”と呼ばれるオッペンハイマーが、原爆

投下後に、核抑止論否定と核の国際管理を提案（1945

年 8/17のスティムソン陸軍長官への書簡）しているこ

と、有名な「科学者は罪を知った」演説（1947年のＭ

ＩＴでの講演）を確認させる。 

 
２．その他の核兵器反対意見を持つ科学者 
「科学者は罪を知った」演説を聞いたロスアラモス

の科学者の反応を確認し、シラード他の核兵器反対を

うったえる科学者の主張を提示する。 

 
３．現代を考える視点 
「インターネットのように軍事研究はゆくゆくは民

生利用できるのだから必要である」という、巷間よく

聞く言説の根拠になっているスピン・オフ効果につい

て概観する。加えて、反対のベクトルであるスピン・

オン効果、双方へ利用可能な技術（デュアル・ユース）

についても概説する。 

 
４．論題と資料の提示 
「君たちと議論したいこと」と題して以下の３点を

提示し、そのどれか、または複数で議論・討論しよう、

と提案した。 
①科学者が原爆という非人道兵器開発に加担したこと
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をどう評価するか？ 
②非人道兵器ではなくても、科学者が軍事技術の開発

に携わることをどう評価するか？ 

③スピン・オフ効果は成り立つか？（日本において軍

学共同研究は是か非か？） 

また、以下の資料を提示した。 

・山崎文徳「民生技術に対する軍事技術の影響につい

ての技術論的考察」『経営研究』第59巻第４号,大阪市

立大学経済学会,2009年 

・松村博行「アメリカにおける軍民両用技術概念の確

立過程」『国際関係論集』創刊号,立命館大学,2001年 

・筑波大学新聞第331号 

 
５．議論 
１）論題①に関して 
科学者が原爆という非人道兵器開発に加担したこと

は、当時の社会状況（ナチも開発中）を考えたら仕方

がない、という意見のみで議論は深まらなかった。 
２）論題②と③に関して 
科学者が軍事技術開発に携わることの是非を考える

うえで判断材料になるのがスピン・オフ効果である、

との生徒の発言があり、②と③はスピン・オフ効果は

成り立つか？(日本においても軍学共同研究は必要か

否か)という議論に移行した。 
下は代表的な意見である。 

 

今後の課題 

資料の提示の仕方の問題、つまりスピン・オフ効果

の限界性を主張する資料だけしか用意しなかったこと

によって、日本の科学者が軍事研究に携わることを良

しとしない意見ばかりであった。したがって、当然、

「スピン・オフ効果を立証する資料もないと議論でき

ない」という生徒もいた。実際、スピン・オフの有効

性を主張するのは、財界人の言説ばかりで、学問的な

論駁に耐えられないものばかりであったことも付け加

え、納得してもらった。しかし、それは今回のような

テーマで授業を組み立てるうえでの限界を示唆するも

のでもあった。来年度、教材研究をやり直し、追試し

てみようと考えている。 
 

4 公民の授業実践 

高３倫理の実践 

科学・技術の倫理：「エンハンスメント」倫理綱領を

つくる 

※末尾に授業プリントの資料を添付。 

 

授業概要 

 エンハンスメントとは、医学や生命科学などの技術

的介入によって、人間の能力や性質を「改良・強化・

増進する enhance」ことである。近年の脳神経科学や

遺伝子操作技術の発展は、そう遠くない将来に「でき

ること」の範囲が著しく拡張されることを示唆してい

る。これに伴って、「やってよいこと」の範囲をいかに

線引きするかが倫理的課題となっている。この議論は、

科学によって問うことができるが、科学だけでは答え

を出せない問題、すなわちトランス・サイエンスの領

域にあるものといえる。それゆえに、様々な教科・科

目での学習の総決算の意味もこめて、高校３年生の「倫

理」で取り上げた。 
 本実践では、次のような授業構成を採った。 

 
①エンハンスメントとは何か 
身近な実例、将来的に普及しうる事例、「治療」との

線引きなど、基本理解を共有した。 

 
②エンハンスメントをどこまで認めるか？ 
15の事例を「やっていいこと／いけないこと」に区
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別し、どのような基準で考えたか発表した。 
発表の中で複数人の異なる観点が示され、エンハン

スメントをめぐる主な論点をおおむね網羅する展開を

ねらった。抜け落ちてしまう論点がある場合は、授業

者が補足した。 

 
③論争を深める 
エンハンスメントを基本的に肯定する立場として

「リベラル優生学」の考え方を学び、それを複数人で

批判・再批判しながら考察を深めた。 
さらに、エンハンスメントの問題点を指摘するマイ

ケル・サンデルの見解を読み、それを検討した。 
それぞれの論を検討する過程で、アクティブ・ラー

ニング的技法として、サイレントダイアローグ（紙上

対話）を部分的に採り入れた。この技法は生徒があま

り積極的に発言したがらない環境でよく用いられるが、

本校の授業で活用する場合は、文章にすることで熟慮

を促す効果をねらえることが大きい。 

 
④倫理綱領をつくる 
今年発表された「人工知能研究者の倫理綱領（仮）」

を参考に、「エンハンスメントの倫理綱領」の条文案を

考え、相互にコメントした。 

 
成果と今後の課題 

 本校社会科が研究課題として掲げる「科学者の社会

的責任」という標語は、「科学者（やその卵）が社会に

対して責任を負う」という意味だけで理解されるもの

ではない。そう理解してしまえば、将来科学者になる

つもりのない生徒が果たす役割はきわめて限定されて

しまうだろう。留意すべきは、現代科学が多くのトラ

ンス・サイエンス問題を抱えていることである。こう

した課題の解決は、専門家にお任せ、とするわけには

いかない。その課題の公共的側面を「市民」として、

すなわち専門家集団に閉じた知を広く開放するアマチ

ュアの立場から、自分の問題として熟慮する態度・資

質が必要とされている。この点で、シティズンシップ

（市民性）の育成をめざす社会科の授業は、現代科学

の諸問題にコミットしうる。 
 上記のような観点から、教材やアクティヴィティの

選定については自ずと方向性が見えてくる。さらに、

本実践は科目「倫理」の一環であるから、先哲の思想

を問題認識の補助線としたり、素朴な発想を問いなお

す契機としたりして、思考を深める展開が考えられる。

本実践が示した、高校「倫理」で「科学者の社会的責

任」を扱う授業構成は、次のように一般化できる。 
①トランス・サイエンスの領域にある課題を取り上げ、 
②生徒が自らの価値を形成・明確化して表現し、 
③先哲の思想を課題への「見方・考え方」として活用

して考察を深め、 
④課題解決（合意形成）に向かう対話を行う 
このモデルは、様々なテーマや教材に転用可能だと

考える。 
 授業の技法面では、核となる対話的活動において、

ただ問いを立てて「考えてみよう」と指示しても、限

りある授業時間の中で実りある対話は生まれにくい。

この点に対して、本実践では、「倫理綱領をつくる」と

いう具体的な課題を与えたことで、対話に方向性が生

まれ、議論が焦点化される効果があった。ただし、そ

れによって、授業者が本来評価したかった対話の過程

部分が表現から削ぎ落されてしまったことも否めない。

日本語として洗練された条文案になっているものの、

どのような議論や考察を経てそこに到達したのかが詳

細が不明瞭なものが多く見られた。対話に方向性を与

えつつ、対話の過程部分を十分に表現しうるパフォー

マンス課題を開発したい。これが今後の課題である。 
 もう一つ、授業構想の上でより根本的な課題として、

「市民」の観点の重層性を授業でいかに扱うか、再検

討する必要があると感じている。たとえば、今回の「エ

ンハンスメント倫理綱領」の場合、科学者の立場、技

術を売る企業の立場、スポーツ選手の立場など、様々

な社会的立場が関係しており、それぞれ明確に異なる

主張が想定される。このような課題に対して、「市民」

として考える、とはどういうことだろうか。現実の「市

民」は、同時に科学者やビジネスマンでもある。その

重層性をふまえて、課題に対してどのような立場から

考えればよいのか示唆する、あるいは、自分がどの立

場から考えているのか自覚させるような過程があって

もよいのかもしれない。 
 

5 おわりに 

 本年度、本校社会科で取り組んだ授業の一部をみて

きた。2012年の中教審答申に付された『用語集』では、

アクティブ・ラーニングを「教員による一方向的な講

義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への

参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動

的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的

能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を

図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習
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等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッシ

ョン、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアク

ティブ・ラーニングの方法である」と定義している。

ともすれば講義式授業が否定されることもあるが、溝

上慎一氏が指摘する通り、「講義かアクティブラーニン

グかといった、二項対立的な理解ではなく、コースの

レヴェルや目的に応じて、講義パートとアクティブラ

ーニングをうまく配分」（溝上慎一『アクティブラーニ

ングと教授学習パラダイムの転換』東信堂、2014 年）

すべきであろう。 
本校のこれまでの中学・高校を通じて行われる様々

な取り組みは、溝上氏の指摘するような「アクティブ

ラーニング型学習」の実践と位置付けられるものだろ

う。さらに実践例を蓄積させるとともに、深化させて

いく必要があると考える。 
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 【地理Ａ 評価票】 

 

－ 20 －



 

 

 【地理Ａ 自己評価票】 
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 【倫理 プリント③】 
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 【倫理 プリント④】 
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